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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対のシャッタ部材の側辺部を重ね合わせて、カートリッジ筐体に設けた記録再生のた
めの開口部を閉塞するディスクカートリッジであって、
　前記一対のシャッタ部材は、該シャッタ部材の厚さ方向に段差を持たせて形成されてい
て前記側辺部の略中央部でシャッタ部材の移動方向にも段差を持たせて形成された連続す
る第１の重合部と第２の重合部を備え、
　前記一対のシャッタ部材は、一方のシャッタ部材の第１の重合部と第２の重合部に他方
のシャッタ部材の第２の重合部と第１の重合部を重ね合わせて閉じた状態にすると、前記
一対のシャッタ部材の上面側においては一方のシャッタ部材の第１の重合部と他方のシャ
ッタ部材の第１の重合部がシャッタ部材の移動方向の第１の段差部を介して連続し、前記
一対のシャッタ部材の下面側においては一方のシャッタ部材の第２の重合部と他方のシャ
ッタ部材の第２の重合部がシャッタ部材の移動方向の第２の段差部を介して連続するディ
スクカートリッジにおいて、
　前記一対のシャッタ部材の上面側に露出する第１の段差部と前記一対のシャッタ部材の
下面側に露出する第２の段差部を、シャッタ部材の厚さ方向において重ならない位置に配
置する
　ことを特徴とするディスクカートリッジ。
【請求項２】
　請求項１記載のディスクカートリッジにおいて、
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　前記第１の段差部及び前記第２の段差部は、シャッタ部材の開閉移動方向に対して非平
行方向に形成されていることを特徴とするディスクカートリッジ。
【請求項３】
　請求項１又は２記載のディスクカートリッジにおいて、
　前記第１の段差部及び前記第２の段差部は、前記シャッタ部材の開閉移動方向に対して
略４５°の傾斜角度に形成されていることを特徴とするディスクカートリッジ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、カートリッジ筺体に設けた開口部をシャッタを移動させることにより開閉する
ようにした記録媒体カートリッジに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
図２５に示すように、一対のシャタ部材１０１，１０２の側辺部１０１ａ，１０２ａにシ
ャッタ部材１０１，１０２の移動方向（矢印Ａ－B方向）の第１の段差部１０３を介して
第１の重合部１０４と第２の重合部１０５を設け、これら一対のシャタ部材１０１，１０
２の対向する側辺部１０１ａ，１０２ａを重ね合せると、図２６に示すように、シャタ部
材１０１，１０２の上面側においては一方のシャタ部材１０１の第１の重合部１０４と他
方のシャタ部材１０２の第１の重合部１０４とが第１の段差部１０３を介して連続し、前
記シャタ部材１０１，１０２の下面側においては、図２７に示すように、一方のシャタ部
材１０１の第２の重合部１０５と他方のシャタ部材１０２の第２の重合部１０５とが第２
の段差部１０６を介して連続した状態で重なり合って、図２８に示すように、カートリッ
ジ筐体１０７に設けた記録再生のための開口部１０８を閉塞するようにしたディスクカー
トリッジ１０９が知られている。前記従来のディスクカートリッジ１０９においては前記
第１の段差部１０３と第２の段差部１０６は、シャタ部材１０１，１０２の開閉移動方向
に対して平行に形成されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】
特開２００１－３３２０５４号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、前記従来のディスクカートリッジにあっては、次に述べるような問題点があっ
た。
（１）図２６に示すように前記一対のシャタ部材１０１，１０２の上面側に露出する一方
のシャタ部材１０１の第１の重合部１０４と他方のシャタ部材１０２の第１の重合部１０
４の境目の第１の段差部１０３と、図２７に示すように前記一対のシャタ部材部材１０１
，１０２の下面に露出する一方のシャタ部材１０１の第２の重合部１０５と他方のシャタ
部材１０２の第２の重合部１０５の第２の段差部１０６とが、上下方向に重なり合った状
態になるためにこの重なり合った部分の剛性が弱くなる。また、第２の段差部１０６と第
１の段差部１０３が重なり合っているために、これら段差部１０６、１０３を通って外部
から塵埃等が侵入しやすい。
（２）図２９に示したように、前記第１の段差部１０３と第２の段差部１０６は、シャタ
部材１０１，１０２の移動方向Ａ－Bと平行に形成されているため、一対のシャッタ部材
１０１，１０２を閉じる際に、一対のシャタ部材１０１，１０２は、互いの第１の段差部
１０３と第２の段差部１０６の真横方向から移動して行って最終的に図３０に示すように
、一方のシャッタ部材１０１の段差部１０３と他方のシャッタ部材１０２の第１の段差部
１０３と第２の段差部１０６とが所定の隙間Ｇをもって重なり合った状態になる。前記隙
間Ｇは小さければ小さいほど防塵効果等に優れたものになるが、前記隙間Ｇが小さすぎる
と、一対のシャッタ部材１０１，１０２を製造する際に発生する寸法誤差や、組み付ける
際に発生する組付誤差等によって、一方のシャッタ部材１０１の第１の段差部１０３と第
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２の段差部１０６と他方のシャッタ部材１０２の第１の段差部１０３と第２の段差部１０
６が互いに干渉して、一対のシャッタ部材１０１，１０２の側辺部１０１ａ，１０２ａを
重なり合わせることが不可能になる。前記一対のシャッタ部材１０１，１０２を閉じる際
におけるこれら段差部の干渉を回避するためには、前記隙間Ｇを広く設定すれば良いので
あるが、前記隙間Ｇが広いと該隙間Ｇから塵埃等がカートリッジ筺体１０６内に侵入する
虞が有る。
【０００５】
本発明の目的は、一対のシャッタ部材を閉じた際に、シャタ部材の表面に露出する段差部
と裏面に露出する段差部を補強することのできるディスクカートリッジを提供することに
ある。
【０００６】
本発明の他の目的は、一対のシャッタ部材を閉じた際に、一方のシャッタ部材の段差部と
他方のシャッタ部材の段差部を確実に密着させることのできるディスクカートリッジを提
供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、一対のシャッタ部材の側辺部を重ね合わせて、カートリッジ筐体に設けた記
録再生のための開口部を閉塞するディスクカートリッジであって、
　前記一対のシャッタ部材は、該シャッタ部材の厚さ方向に段差を持たせて形成されてい
て前記側辺部の略中央部で連続する第１の重合部と第２の重合部を備え、
　前記一対のシャッタ部材は、一方のシャッタ部材の第１の重合部と第２の重合部に他方
のシャッタ部材の第２の重合部と第１の重合部を重ね合わせて閉じた状態にすると、前記
一対のシャッタ部材の上面側においては一方のシャタ部材の第１の重合部と他方のシャタ
部材の第１の重合部がシャッタ部材の移動方向の第１の段差部を介して連続し、前記一対
のシャッタ部材の下面側においては一方のシャタ部材の第２の重合部と他方のシャタ部材
の第２の重合部がシャッタ部材の移動方向の第２の段差部を介して連続するディスクカー
トリッジにおいて、
　前記一対のシャッタ部材の上面側に露出する第１の段差部と前記一対のシャッタ部材の
下面側に露出する第２の段差部を、シャッタ部材の厚さ方向において重ならない位置に配
置し、
　前記第２の段差部を、前記一方のシャッタ部材の第１の重合部の一端部で支持し、前記
第１の段差部を、前記他方のシャッタ部材の第２の重合部の一端部で支持し、又は前記第
１の段差部を、前記一方のシャッタ部材の第２の重合部の一端部で支持し、前記第２の段
差部を、前記他方のシャッタ部材の第１の重合部の一端部で支持した。
【０００８】
請求項２の発明は、請求項１のディスクカートリッジにおいて、
前記段差部を、シャッタ部材の開閉移動方向に対して非平行方向に形成することにより、
前記従来のディスクカートリッジのように一対のシャタ部材の段差部を互いの真横方向か
ら移動させて重ね合せるのではなく、前記一対のシャッタ部材の段差部を対向させながら
接近させて行くようにした。
【０００９】
請求項３の発明は、請求項２のディスクカートリッジにおいて、
前記段差部を、前記シャッタ部材の開閉移動方向に対して略４５°の傾斜角度に形成する
ことにより、
前記一対のシャタ部材を開閉方向へ移動させたときに、前記一対のシャタ部材の段差部は
、開閉移動方向の隙間と、開閉移動方向と略直交する方向の隙間と、が略同量づつ縮まっ
て行くようにした。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明のディスクカートリッジを、（１）ディスクカートリッジの概略構成、（２
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）シャッタの構成、（３）カートリッジ筐体の構成、（４）ディスクの構成、（５）イン
ナーロータの構成、（６）情報記録媒体カートリッジの作用、（７）他の実施例、の各項
に分けて順に説明する。
【００１１】
（１）ディスクカートリッジの概略構成
図１はディスクカートリッジを上シェル側から見た斜視図、図２は下シェル側から見たシ
ャッタ閉状態の斜視図、図３は下シェル側から見たシャッタ開状態の斜視図、図４は分解
斜視図、図５は裏返した状態の分解斜視図である。
【００１２】
図１～図５に示すように、ディスクカートリッジ１は、カートリッジ筐体２内に、ディス
ク３と、インナーロータ４と、シャッタ５と、を収納することにより構成されていて、イ
ンナーロータ４を一方向に回転させると、シャッタ５がカートリッジ筐体２に設けた開口
部６を閉じる第１の位置に移動し、インナーロータ４を他方向に回転させると、シャッタ
５がカートリッジ筐体２の開口部６を解放する第２の位置に移動するようになっている。
【００１３】
　前記シャッタ５は、略半円形状の一対のシャタ部材５ａ，５ｂからなっていて、図２に
示すように、開口部６を閉塞する第１の位置にあるときは、一対のシャッタ部材５ａ，５
ｂの側辺部（弦側辺）５ｃが開口部６の内側で互いに重なり合って該開口部６を閉塞する
。また、図３に示すように、開口部６を開放する第２の位置にあるときは、一対のシャッ
タ部材５ａ，５ｂの側辺部５ｃが開口部６の側縁６ａ，６ｂの下方に重なり合って、前記
開口部６を開放するようになっている。
【００１４】
前記一対のシャタ部材５ａ，５ｂの側辺部５ｃを重ね合せると、前記一対のシャタ部材５
ａ，５ｂの上面側においては、図６に示すように、一方のシャタ部材５ａの第１の重合部
５１ａと他方のシャタ部材５ｂの第１の重合部５１ａとが第１の段差部５０を介して連続
し、前記一対のシャタ部材５ａ，５ｂの下面側においては、図７に示すように、一方のシ
ャタ部材５ａの第２の重合部５１ｂと他方のシャタ部材５ｂの第２の重合部５１ｂとが第
２の段差部５２を介して連続するようになっている。
【００１５】
　前記一対のシャタ部材５ａ，５ｂの上面に露呈される第１の段差部５０と、前記一対の
シャタ部材５ａ，５ｂの下面に露呈される第２の段差部５２と、は上下方向に互いに重な
り合わない非重合位置に形成されている。具体的には、図９に示すように、一方のシャタ
部材５ａにおいては、前記シャタ部材５ａ，５ｂの下面に露呈される第２の段差部５２を
、シャタ部材５ａ，５ｂの上面に露呈される第１の段差部５０の位置よりも一方のシャタ
部材５ａの第１の重合部５１ａ側に偏移させ、他方のシャタ部材５ｂにおいては、前記シ
ャタ部材５ａ，５ｂの下面に露呈される第２の段差部５２を、シャタ部材５ａ，５ｂの上
面に露呈される第１の段差部５０の位置よりも第２の重合部５１ｂ側に偏移させることに
より、前記第２の段差部５２を前記一方のシャタ部材５ａの第１の重合部５１ａの一端部
で支持し、前記第１の段差部５０を他方のシャタ部材５ｂの第２の重合部５１ｂの一端部
で支持するようになっている。
【００１６】
また、図１０に示すように、前記第１の段差部５０及び第２の段差部５２は、シャッタ部
材５ａ，５ｂの開閉移動方向（矢印Ａ－Ｂ方向）に対して所定の傾斜角度θをもたせてシ
ャッタ部材５ａ，５ｂの開閉移動方向と非平行方向に形成されている。前記傾斜角度θは
、２０°～６０°の範囲内に形成されている。
【００１７】
従って、前記一対のシャタ部材５ａ，５ｂを互いに接近する方向に移動させると、前記従
来のディスクカートリッジのように一対のシャタ部材５ａ，５ｂの第１の段差部５０及び
第２の段差部５２が互いの真横方向から移動して重なり合うのではなく、一対のシャッタ
部材５ａ，５ｂの第１の段差部５０及び第２の段差部５２が対向しながら接近して行って
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、最終的に一対のシャッタ部材５ａ，５ｂの第１の段差部５０及び第２の段差部５２が接
触する。
【００１８】
　（２）シャッタの構成
　図８及び図９に示すように、前記一対のシャッタ部材５ａ，５ｂは、略半円形をなす板
体によって略同一の形状及び大きさに形成され形成されている。各シャッタ部材５ａ、５
ｂの側辺部を重ね合わせると、シャッタ部材５ａ、５ｂの側辺部５ｃの略中央部には、シ
ャッタ部材の開閉移動方向に所定の傾斜角度θをもった状態で第１の段差部５０が露呈し
、この第１の段差部５０を境にしてその一側部にはシャッタ部材５ａ，５ｂの裏面側に設
けた凹部５０ａにより庇状の第１の重合部５１ａが形成され、他側部にはシャッタ部材５
ａ，５ｂの表面側に設けた凹部５０ｂにより庇状の第２の重合部５１ｂが形成されている
。そして、前記一対のシャタ部材５ａ，５ｂの側辺部５ｃを重ね合せると、図６、図７に
示すように、前記一対のシャタ部材５ａ，５ｂの上面に露呈する第１の段差部５０と、前
記一対のシャタ部材５ａ，５ｂの下面に露呈する第２の段差部５２と、は非重合状態、所
謂オフセット状態になって、図８、図９に示すように、前記第１の段差部５２を前記一方
のシャタ部材５ａの第１の重合部５１ａの一端部で支持し、前記第１の段差部５０を他方
のシャタ部材５ｂの第２の重合部５１ｂで支持するようになっている。
【００１９】
また、図１０、図１１に示すように、前記第１の段差部５０及び第２の段差部５２は、シ
ャッタ部材５ａ，５ｂの開閉移動方向（矢印Ａ－Ｂ方向）に対して４５°の傾斜角度θを
もたせて形成されているので、一対のシャタ部材５ａ，５ｂを開閉方向へ移動させたとき
に、前記一対のシャタ部材５ａ，５ｂの段差部５０は、開閉移動方向の隙間と、開閉移動
方向と略直交する方向の隙間と、が略同量づつ縮まって行く。そして、最終的に図６、図
７に示すように、一方のシャタ部材５ａの第１の重合部５１ａの下方に他方のシャタ部材
５ｂの第２の重合部５１ｂが重なると共に、一方のシャタ部材５ａの第２の重合部５１ｂ
の上方に、他方のシャタ部材５ｂの第１の重合部５１ａが重なる。
【００２０】
前記一対のシャッタ部材５ａ，５ｂは、下シェル２２の開口部６の周縁部に設けたリブ状
の凸部２０ａの第１～第４の背高部２０ｄ～２０ｇ（図１７参照）の高さと略同じ板厚の
板体によって形成されている。
【００２１】
図６に示すように、前記一対のシャッタ部材５ａ，５ｂは、後に説明するインナーロータ
４に設けた軸部８ａを挿入して枢支部８を構成する軸受部８ｂと、下シェル２２の内面に
設けた駆動軸部１０（図４参照）を挿入する長孔９と、を備えている。これらの長孔９は
、それらが設けられているシャッタ部材５ａ，５ｂの軸受部８ｂを中心に放射方向へ延び
るように形成されている。前記長孔９の外側の端部には、周囲に切り込みを入れることに
よって形成された弾性片５４と、ボス状の駆動軸部１０を逃がすための凹部５３とが設け
られている。また、シャッタ部材５ａ，５ｂの円弧側辺には閉鎖用の凸片５５が設けられ
ている。前記軸受部８ｂは、シャッタ部材５ａ，５ｂの第１の重合部５１ａ側の端部の軸
組付部５０ｃの近傍に設けられている。
【００２２】
シャッタ部材５ａ、５ｂの第２の重合部５１ｂの端部には、それぞれ下シェル２２の開口
部の周縁部に設けたリブ状の凸部２０ａの端部に設けた第２の背高部２０ｅ又は第４の背
高部２０ｇを導入する切欠部５０ｄが設けられている。
【００２３】
前記シャッタ部材５ａ，５ｂは、軸受部８ｂにインナーロータ４の平面部４０の軸部８ａ
を嵌合させることにより、インナーロータ４の平面部４０にそれぞれ回動自在に取り付け
られる。この際、一対のシャッタ部材５ａ，５ｂは、互いの弦側辺を対向させて取り付け
るようにする。その結果、図１２に示すように、一対のシャッタ部材５ａ，５ｂをそれぞ
れ外側へ離反させるように回動させたとき、各シャッタ部材５ａ，５ｂは、インナーロー
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タ４の開口部４２を挟んで、その両側部上に重なるように載置される。一方、一対のシャ
ッタ部材５ａ，５ｂをそれぞれ内側へ回動させて互いの側辺部５ｃをそれぞれ当接させる
ことにより、図１３に示すように、開口部４２が一対のシャッタ部材５ａ，５ｂによって
閉じられる。
【００２４】
シャッタを閉じた状態において、前記シャッタ部材５ａの凸片５５は、後に説明する下シ
ェル２２の第１の背高部２０ｄに当接し、シャッタ部材５ｂの凸片５５は、下シェル２２
の第３の背高部２０ｆに当接して、これらの間の隙間を塞ぐようになっている。
【００２５】
また、前記シャッタ部材５ａ，５ｂの下シェル２２との摺接面（には、下シェル２２の開
口部の周縁部に設けたリブ状の凸部２０ａと係合して、防塵部を構成する溝状の凹部２０
ｂが設けられている。溝状の凹部２０ｂには、シャッタ部材５ａ，５ｂが開口部４２を閉
じている状態において、下シェル２２のリブ状の凸部２０ａが嵌合するようになっている
。
【００２６】
（３）カートリッジ筐体の構成
図２に示すように、カートリッジ筺体２は、上シェル２１と下シェル２２からなっている
。下シェル２２は、左右一対の下シェル構成体２３，２４に分割されていて、これら左右
一対の下シェル構成体２３，２４の間に開口部６が設定される。
【００２７】
下シェル２２を構成する左右一対の下シェル構成体２３，２４は、一対の駆動軸部１０を
備えている。
【００２８】
図１４に示すように、上シェル２１は、正面側が円弧形状とされた略四角形をなす薄い皿
状部材からなり、外周縁部には周壁２１ａが設けられている。
【００２９】
周壁２１ａは、前縁部２１ｂと、一対の側縁部２１ｃ，２１ｄと、後縁部２１ｅからなっ
ている。後縁部２１ｅの中央部には、下シェル２２との位置決めを行う位置決め用の凹部
２１ｆが設けられている。
【００３０】
前記周壁２１ａの内側、詳しくは、前縁部２１ｂと一方の側縁部２１ｃのコーナー部分、
一方の側縁部２１ｃと後縁部２１ｅのコーナー部分、後縁部２１ｅと他方の側縁部２１ｄ
のコーナー部分にはそれぞれ、円弧状リブ１４が設けられている。
【００３１】
円弧状リブ１４の内側には、リング状リブ１５が設けられている。このリング状リブ１５
の内側は、ディスク３の収納部１６になっている。
【００３２】
リング状リブ１５の外側には、後に詳しく説明するインナーロータ４のリング部の先端が
嵌合するリング状の凹部１７が設けられている。リング状の凹部１７の底面の前後対称位
置（１８０°位相をずらした位置）にはインナーロータ４を下シェル２２から離間する方
向に移動させるためのリフトアップ用の凸部１８が設けられている。リフトアップ用の凸
部１８は、後に説明するインナーロータ４のリング部４１の先端面に設けたインナーロー
タ側のリフトアップ用の凸部４６が乗り上げることにより、インナーロータ４を上シェル
２１から離間する方向に移動させるようになっている。
【００３３】
図１５に示すように、下シェル２２は、中央の開口部６で左右一対の下シェル構成体２３
，２４に２分割された状態になっている。下シェル２２は、上シェル２１と同様に正面側
が円弧形状とされた略四角形をなす薄い皿状部材からなり、外周縁部には周壁２２ａが設
けられている。
【００３４】
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周壁２２ａは、前縁部２２ｂと、一対の側縁部２２ｃ，２２ｄと、後縁部２２ｅからなっ
ている。後縁部２２ｅには、上シェル２１との位置決めを行う位置決め用の凸部２２ｆが
設けられている。
【００３５】
前記周壁２２ａの内側、詳しくは、前縁部２２ｂと一方の側縁部２２ｃのコーナー部分、
一方の側縁部２２ｃと後縁部２２ｅのコーナー部分、後縁部２２ｅと他方の側縁部２２ｄ
のコーナー部分には、円弧状リブ１９が設けられている。
【００３６】
下シェル２２の円弧状リブ１９の内側は、インナーロータ４の肉厚方向の略半分及び一対
のシャッタ５を収納する収納部になっている。
【００３７】
上，下シェル２１，２２は、位置決め用の凹部２１ｆに位置決め用の凸部２２ｆを嵌合し
た状態で、互いの周壁２１ａ，２２ａを突き合せた状態で重ね合わされている。
【００３８】
下シェル２２の中央部に設けられた開口部６は、ディスク回転駆動機構のターンテーブル
と光学ピックアップ装置の光学ヘッドを情報記録媒体３に臨ませる記録／再生用開口部６
ａと、ディスク回転駆動機構のターンテーブルを臨ませる中央開口部６ｂとからなってい
る。
【００３９】
また、図２、図３に示すように、上，下シェル２１，２２の一方の側縁部２１ｄ，２２ｄ
の略中央部には、インナーロータ４の外周面のギヤ４３の一部を露出させるための開口窓
３０が設けられている。この開口窓３０は、上シェル２１に設けた上シェル側切欠き部３
０ａと、下シェル２２に設けた下シェル側切欠き部３０ｂとによって形成されている。更
に、上，下シェル２１，２２の一方の側縁部２１ｃ，２２ｃには、その接合面に沿って前
後方向に延びるガイド溝３１が設けられている。このガイド溝３１は、記録媒体カートリ
ッジ１をディスク記録再生装置に装着する際の誤挿入防止等を目的として設けられたもの
である。このガイド溝３１は開口窓３０に連通している。
【００４０】
図４に示すように、下シェル２２の前縁部２２ｂと一方の側縁部２２ｄとのコーナー部に
は、ロック部材３２が回動可能に収納されるロック収納部３３が設けられている。このロ
ック収納部３３は、下シェル２２のインナーロータ等の収納部に連通されていると共に、
一方の側縁部２２ｄに設けられた開口穴３４を介してガイド溝３１に連通されている。更
に、下シェル２２のロック収納部３３には、ロック部材３２を回動自在に支持する支持軸
３５が、上シェル２１側へ突出するように設けられている。
【００４１】
ロック部材３２は、支持軸３５に回動自在に嵌合されて平面方向へ揺動可能とされたレバ
ー状部材によって形成されている。ロック部材３２の長手方向の一端には複数の歯を有す
るストッパ部３６が設けられ、長手方向の他端には操作部３７が設けられている。更に、
ロック部材３２には、ストッパ部３６と対向するよう同方向に突出されたバネ片３８が一
体に設けられている。
【００４２】
前記ロック部材３２は、ストッパ部３６をインナーロータ等の収納部側に向けた状態で支
持軸３５に嵌入され、バネ片３８が前縁部２２ｂの内面に当接される。このバネ片３８の
バネ力によってストッパ部３６がインナーロータ等の収納部側に付勢されると共に、操作
部３７が開口穴３４を内側から貫通してガイド溝３１内に突出される。また、下シェル２
２の一方の側縁部２２ｃと後縁部２２ｅのコーナー部分に設けた誤消去防止部材取付部９
１には、光ディスク等の記録媒体に記録された情報の誤消去を防止するための誤消去防止
部材９２が取り付けられている。
（４）情報記録媒体の構成
情報記録媒体３として、オーディオ情報としての音楽信号やビデオ情報としての映像信号
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及び音楽信号等の各種の情報信号が予め記録された再生専用型の光ディスク、或いはオー
ディオ情報やビデオ情報等の情報信号が１度だけ記録可能な追記型若しくは何度でも繰り
返して記録可能な書換え型が記録可能型の光ディスクとして知られているが、実施例では
記録可能型の光ディスク（以下、情報記録媒体を単に光ディスクと称する）が使用されて
いる。
【００４３】
図４に示したように、光ディスク３は、中央部にセンタ穴３ａが設けられた厚みの薄い円
板状の記録部材からなる。
【００４４】
光ディスク３は、チャッキングプレート押さえ３ｂにより上シェル２１の内面に取り付け
られたチャッキングプレート３ｃによりディスク記録再生装置のターンテーブルにチャッ
キングされて回転方向に一体化されて所定速度（例えば、ゾーン毎の角速度一定：ＺＣＡ
Ｖ）で回転される。
【００４５】
光ディスク３の一面には、記録再生装置に内蔵される光学ピックアップ装置の光学ヘッド
が対向される情報記録の可能な情報記録領域２９ａと、情報記録の不可能な非記録領域２
９ｂとが設けられている。非記録領域２９ｂは、光ディスク３の中央部のセンタ穴３ａの
外側に所定幅で設けられた内側の非記録領域２９ｂと、光ディスク３の外周縁に所定幅で
設けられた外側の非記録領域２９ｂとからなる。この内外側の非記録領域２９ｂ，２９ｂ
間に情報記録領域２９ａが設けられている。
【００４６】
光ディスク３は、次に説明するインナーロータ４のリング部４１内に回転自在に収納され
る。なお、光ディスク３の基板の材質としては、例えば、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポ
リメタクリレート（ＰＭＭＡ）等の合成樹脂が好適であるが、他の合成樹脂を用いること
ができることは勿論のこと、合成樹脂以外でも、ガラス材やアルミニウム合金等の各種の
材料を用いることができる。
【００４７】
情報記録媒体としては、光ディスクに限定されるものではなく、薄い円盤の表面に、磁性
薄膜層を形成して特定位置の磁化状態により情報を記憶するようにした磁気ディスク、同
様に形成した磁性薄膜層に光ヘツドと磁気ヘツドを使用して情報を書き込み又は読み出す
ようにした光磁気ディスクその他の記憶媒体を適用することができる。
【００４８】
　（５）インナーロータの構成
　インナーロータ４は、図４に示すように、円盤状の薄い板材からなる平面部４０と、こ
の平面部４０の外周縁に連続して設けられたリング部４１とを有している。インナーロー
タ４の平面部４０の中央部には、開口部４２が形成されていると共に、下面側（リング部
４１と反対側の面）には前記シャッタ駆動機構７の枢支部８を構成する一対の軸部８ａが
設けられている。これら一対の軸部８ａは、開口部４２を中心にして点対称位置に設けら
れている。
【００４９】
前記開口部４２は、前記下シェル２２の開口部６と同様に、ディスク回転駆動機構のター
ンテーブルと光学ピックアップ装置の光学ヘッドを情報記録媒体３に臨ませる記録／再生
用開口部４２ａと、ディスク回転駆動機構のターンテーブルを臨ませる中央開口部４２ｂ
とからなっている。
【００５０】
図５に示すように、リング部４１は、上シェル２１の内面に設けられたリング状リブ１５
の外径よりも稍大径の円筒状に形成され、前記リング状リブ１５の外周に回転自在に嵌合
され、その先端部が前記リング状リブ１５の外側に設けられたリング状の凹部１７に挿入
されるようになっている。
【００５１】
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また、リング部４１の外周面には、周方向の所定範囲に渡って多数の歯を有するギア部４
３が設けられている。このギア部４３は、インナーロータ４の回転角度よりも少々大きい
角度範囲となるように設定されている。即ち、図１７に示すように、下シェル２２の開口
部６に対してインナーロータ４の開口部４２が最大に傾いて、次に説明する一対のシャッ
タ部材５ａ，５ｂが完全に閉じた状態になると、ギア部４３の周方向の一端が開口窓３０
の一端に位置（露出）し、次に説明するストッパ部４４ａに設けた突起係合凹部４４が開
口窓３０の中央に位置（露出）する。また、図１６に示すように、インナーロータ４が所
定角度回転して開口部４２と開口部６が重なり合った状態となり、一対のシャッタ部材５
ａ，５ｂが完全に開いたときに、ギア部４３の周方向の他端が開口窓３０に位置（露出）
する。
【００５２】
インナーロータ４のギア部４３の両側には、インナーロータ４の回転移動量を制限するス
トッパ部４４ａ，４４ｂが半径方向外側へ突出するように設けられている。
【００５３】
このようにギア部４３及びストッパ部４４ａ，４４ｂがリング部４１の外周面から外側へ
突出しているため、上シェル２１及び下シェル２２の対応する部分には、ストッパ部４４
ａ，４４ｂ等との接触を回避してその通過を許容するための逃げ溝４５ａ，４５ｂがそれ
ぞれ設けられている。
【００５４】
図１６に示すように、インナーロータ４の開口部４２と下シェル２２の開口部６が重なり
合った状態になると、ストッパ部４４ａの一端部が逃げ溝４５ａの一端部に設けたストッ
パ係合部４５ｃに係合してインナーロータ４の更なる回転を阻止する。また、図１７に示
すように、インナーロータ４の開口部４２が下シェル２２の開口部６に対して最大に傾い
た状態になると、ストッパ部４４ｂの一端部が開口部６の一端部に設けたストッパ係合部
４５ｄに係合してインナーロータ４の更なる回転を阻止する。
【００５５】
更に、リング部４１の先端面には、周方向の２箇所にリフトアップ用の凸部４６が設けら
れている。これらインナーロータ側のリフトアップ用の凸部４６は、図１７に示すように
、インナーロータ４の開口部４２が下シェル２２の開口部６に対して最大に傾いた状態に
おいて、図２０（Ａ）に示すように、上シェル２１のリング状の凹部１７内に設けたリフ
トアップ用の凸部１８に乗り上げるようになっている。
【００５６】
図５に示すように、前記一対の軸部８ａ，８ａの近傍には、下シェル２２に設けたリブ状
の凸部２０ａ（図４参照）と略同じ高さの台形状の嵌合解除用の凸部４８、４８が設けら
れている。これら嵌合解除用の凸部４８、４８は、シャッタ部材５ａ，５ｂが開口部６を
閉じている図２の位置（第１の位置）から開口部６を解放する図３の位置（第２の位置）
に移動する際に、前記リブ状の凸部２０ａを次に説明する一対のシャッタ部材５ａ，５ｂ
の溝状の凹部２０ｂから抜き出すためのものである。
【００５７】
嵌合解除用の台形状の凸部４８、４８は、図１６に示す位置において、前記リブ状の凸部
２０ａの端部に設けた第２，第４の背高部２０ｅ，２０ｇの側方に位置している。
（６）記録媒体カートリッジの作用
次に、記録媒体カートリッジの作用をディスク記録再生装置の構成と共に説明する。ディ
スク記録再生装置６０は、図１８に示すように、中空の筐体からなる外装ケース６１と、
この外装ケース６１内に収納された記録再生装置本体（図示省略）等を備えて構成されて
いる。外装ケース６１は、上面及び前面に開口されたケース本体６２と、このケース本体
６２の上面を閉じるように上部に着脱可能に取り付けられたケース蓋体６３と、ケース本
体６２及びケース蓋体６３の前面を閉じるように前部に着脱可能に取り付けられた前面パ
ネル６４等を備えている。
【００５８】
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ケース本体６２の４箇所には、下方に突出する脚体６２ａが設けられている。
これらの脚体６２ａによってディスク記録再生装置６０が支えられている。前面パネル６
４は、横長とされた板状部材からなり、その上部には横長のカートリッジ出入口６５が設
けられている。カートリッジ出入口６５は、記録媒体カートリッジ１の正面側の大きさ略
同程度の大きさに形成されている。このカートリッジ出入口６５は、その内側に配置され
た開閉扉６６によって常時は閉じられている。
【００５９】
この開閉扉６６を記録媒体カートリッジ１の前部で押圧し、所定の位置まで差し込む。こ
れにより、図示しないローディング機構によって記録媒体カートリッジ１が自動的に取リ
込まれる。そして、ローディング機構で搬送された記録媒体カートリッジ１は、ディスク
記録再生装置６０内の所定位置で位置決めされて固定される。これと同時に又は前後して
、ディスク記録再生装置６０に設けられているシャッタ開閉機構によってシャッタ５が操
作され、開口部６，４２が開放される。
【００６０】
これを具体的に説明すると、記録媒体カートリッジ１が所定の位置まで挿入されると、図
１９に示すように、ディスク記録再生装置６０に内蔵されたシャッタ開閉機構のラック棒
７０が、記録媒体カートリッジ１の一方の側面部に設けたガイド溝３１内に入り込む。こ
れにより、ガイド溝３１内に突出されているロック部材３２の操作部３７が、バネ片３８
の付勢力に抗してラック棒７０の押圧力によりロック収納部３３内に押し込められて、ロ
ック部材３２によるインナーロータ４のロックが解除されると共に、前記ラック棒７０に
弾性片７０ｂを介して設けた回転操作突起７０ｃがインナーロータ４に設けた突起係合凹
部４４に係合して、インナーロータ４を回転させる。更に、ラック棒７０が相対的に前進
することにより、そのギア部７０ａの先端がインナーロータ４のギア部４３に噛み合わさ
れる。
【００６１】
このギア部４３がラック棒７０のギア部７０ａに噛み合うことにより、ラック棒７０の移
動量に応じてインナーロータ４が回転される。
【００６２】
図１９は、ラック棒７０のギア部７０ａがインナーロータ４のギア部４３に噛み合う前の
状態を示すものである。この状態では、一対のシャッタ部材５ａ，５ｂの凸側接合部５０
ａ及び凹側接合部５０ｂは互いに突き当てられて密着されている。このとき、インナーロ
ータ４の開口部４２は、下シェル２２の開口部６に対して傾斜された位置にあるため、両
開口部６，４２の重なり合った中央部分のみが開口されるが、その開口部は一対のシャッ
タ部材５ａ，５ｂによって閉じられている。従って、開口部６，４２の重複部分から塵埃
がディスク収納部内に入り込む虞れがない。
【００６３】
更に、開口部６と開口部４２とが鋭角で接近している部分には、一対のシャッタ部材５ａ
，５ｂの軸取付部５０ｃが介在されており、これら軸取付部５０ｃがリブ状の凸部２０ａ
の第２，第４の背高部２０ｅ，２０ｇの内側に位置して隙間を消滅させている。また、第
１，第３の背高部２０ｄ，２０ｆの内側には閉鎖用の突片５５が介在されて隙間を消滅さ
せている。更に、一対のシャッタ部材５ａ，５ｂに設けた長孔９は、シャッタ部材５ａ，
５ｂが重なっている下シェル２２によって閉じられている。更にまた、開口部６を囲むよ
うに下シェル２２の開口部の周縁部に設けたリブ状の凸部２０ａがシャッタ部材５ａ，５
ｂに設けた溝状の凹部２０ｂに嵌まり込んでクランク状の防塵部が形成されて、開口部６
，４２を介して塵埃がディスク収納部内に侵入するのを防止する。
【００６４】
この状態から、記録媒体カートリッジ１の挿入動作に対応してラック棒７０がガイド溝３
１内に入り込み、そのギア部７０ａとインナーロータ４のギア部４３との噛み合いが開始
されると、インナーロータ４が時計方向に回転される。この場合、インナーロータ４が回
転動作を開始する初期状態では、図１９及び図２０（Ａ）に示すように、インナーロータ
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４のリフトアップ用の凸部４６が上シェル２１のリフトアップ用の凸部１８に乗り上げて
インナーロータ４との間で一対のシャッタ部材５ａ、５ｂを挟持した状態となっているた
め、インナーロータ４の回転動作には比較的大きな力が必要とされる。リフトアップ用の
凸部１８，４６相互の乗り上げによる大きな摩擦力に抗してインナーロータ４を回転させ
ることにより、図２０（Ｂ）に示すように、リフトアップ用の凸部１８，４６相互の係合
が外れ摩擦力が消滅する。そのため、これ以後のインナーロータ４の回転動作は、極めて
軽く且つスムースに行うことができる。
【００６５】
インナーロータ４を回転により、インナーロータ４の底面に設けた嵌合解除用の台形状の
凸部４８，４８が下シェル２２のリブ状の凸部２０ａの第１，第３の背高部２０ｄ，２０
ｆに乗り上げて、下シェル２２に対してインナーロータ４が持ち上げられた状態になると
共に、シャッタ部材５ａ，５ｂも上昇して、リブ状の凸部２０ａから溝状の凹部２０ｂが
抜け出た状態になるのである。
【００６６】
　そして、インナーロータ４の更なる回転により、シャッタ部材５ａ，５ｂは、図１９の
状態から、図２１のシャッタの半開状態を経て、図２２に示すように、各シャッタ部材５
ａ，５ｂがインナーロータ４の開口部４２の両側部に移動して、前記開口部６，４２が完
全に開放された状態になる。
【００６７】
前記開口部６，４２が完全に開放された状態になると、ディスク収納部内に収納されてい
る光デイスク３の一部が開口部６，４２によって露出される。そして、前記記録再生装置
本体６２による情報信号の再生又は記録が実行される。
【００６８】
情報信号の再生又は記録の後、ディスク記録再生装置６０に設けられるカートリッジ排出
ボタン（図示せず）を操作することにより、ローディング機構の作動を介して記録媒体カ
ートリッジ１がディスク記録再生装置６０から排出される。
（７）他の実施例
前記実施例においては、図８、図９に示すように、第２の段差部５２を前記一方のシャタ
部材５ａの第１の重合部５１ａの一端部で支持し、前記第１の段差部５０を他方のシャタ
部材５ｂの第２の重合部５１ｂで支持するようにしたが、図２３、図２４に示すように、
第１の段差部５０を一方のシャタ部材５ａの第２の重合部５１ｂの一端部で支持し、前記
第２の段差部５２を他方のシャタ部材５ｂの第１の重合部５１ａで支持するようにしても
よい。また、前記実施例においては、一対のシャッタ部材５ａ，５ｂをインナーロータ４
の回転によって開閉方向に移動させる記録媒体カートリッジについて説明したが、記録媒
体カートリッジは、インナーロータ４を使用せずにシャッタ部材５ａ，５ｂを開閉方向に
移動させるタイプのものであってもよい。
【００６９】
【発明の効果】
本発明のディスクカートリッジには次に述べるような効果がある。
（１）請求項１の発明は、一対のシャッタ部材を閉じた際に、シャタ部材の表面に露出す
る第１の段差部と、裏面に露出する第２の段差部の位置をずらすという簡単な方法で前記
段差部相互を補強することができる。
（２）請求項２の発明は、前記従来のディスクカートリッジのように一対のシャタ部材の
段差部を互いの真横方向から移動させて重ね合せるのではなく、前記一対のシャッタ部材
の段差部を対向させながら接近させて行くようにしたので、接近させる際に一対のシャタ
部材の段差部相互が干渉するのを防止し、一対のシャッタ部材の段差部を密着させること
ができる。
（３）請求項３の発明は、前記段差部を、前記シャッタ部材の開閉移動方向に対して略４
５°の傾斜角度に形成したので、一対のシャタ部材を開閉方向へ移動させたときに、前記
一対のシャタ部材の段差部は、開閉移動方向の隙間と、開閉移動方向と略直交する方向の
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【図面の簡単な説明】
【図１】ディスクカートリッジを上面側から見た斜視図。
【図２】ディスクカートリッジを下面側から見たシャッタ閉状態の斜視図。
【図３】ディスクカートリッジを下面側から見たシャッタ開状態の斜視図。
【図４】ディスクカートリッジの分解斜視図。
【図５】ディスクカートリッジを分解して下面側から見た斜視図。
【図６】シャッタ部材を閉じて上面側から見た斜視図。
【図７】シャッタ部材を閉じて下面側から見た斜視図。
【図８】シャッタ部材を開いて上面側から見た斜視図。
【図９】シャッタ部材を開いて下面側から見た斜視図。
【図１０】シャッタ部材を閉じる前の要部の拡大平面図。
【図１１】シャッタ部材を閉じた後の要部の拡大平面図。
【図１２】シャッタ部材をインナーロータに取り付けて開口部を開いた状態の斜視図。
【図１３】シャッタ部材をインナーロータに取り付けて開口部を閉じた状態の斜視図。
【図１４】上シェルの内面側の平面図。
【図１５】下シェルの内面側の平面図。
【図１６】下シェルにインナーロータを組み付けて両者の開口部の位置を合わせた状態の
平面図。
【図１７】下シェルにインナーロータを組み付けて両者の開口部の位置をずらした状態の
平面図。
【図１８】ディスク記録再生装置の斜視図。
【図１９】カートリッジ筐体とシャッタ機構との動作関係を示し、シャッタ部材で開口部
を完全に閉じた状態を示す説明図。
【図２０】（Ａ）はインナーロータのリフトアップ用の凸部が上シェルのリフトアップ用
の凸部に乗り上げた状態を示す断面図、（Ｂ）はインナーロータと上シェルのリフトアッ
プ用の凸部の係合が外れた状態を示す断面図。
【図２１】図１９の状態からインナーロータが少し回転して一対のシャッタ部材が半分程
度開いた状態を示す説明図。
【図２２】図２１の状態からインナーロータが更に回転して一対のシャッタ部材が完全に
開いた状態を示す説明図。
【図２３】他の実施例のシャッタ部材を開いて上面側から見た斜視図。
【図２４】他の実施例のシャッタ部材を閉じて下面側から見た斜視図。
【図２５】従来のシャッタ部材を開いて下面側から見た斜視図。
【図２６】従来のシャッタ部材を閉じて上面側から見た斜視図。
【図２７】従来のシャッタ部材を閉じて下面側から見た斜視図。
【図２８】従来例のシャッタ部材で開口部を閉じた状態を下面側から見た斜視図。
【図２９】従来のシャッタ部材を閉じる前の要部の拡大平面図。
【図３０】従来のシャッタ部材を閉じた後の要部の拡大平面図。
【符号の説明】
１…ディスクカートリッジ、２…カートリッジ筐体、３…光ディスク（ディスク）、４…
インナーロータ、５…シャッタ、５ａ，５ｂ…一対のシャッタ部材、５ｃ…弦側辺、６…
開口部、５０…第１の段差部、５１ａ…第１の重合部、５１ｂ…第２の重合部、５２…第
２の段差部。
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